
かながわの青少年2011
神奈川県青少年白書（概要版）

平成
23年版

　この冊子は、青少年の健全な育成のために地域で活動される方々や関係機関のために作成した、神奈川県青少
年白書「かながわの青少年2011」の概要版です。神奈川の青少年の現状や県の青少年行政の主な施策について
ご紹介していますので、日々の活動にお役立ていただければ幸いです。
　神奈川県青少年白書の全文は、県のホームページのほか、県政情報センター、各地域県政情報コーナーにおいて
もご覧いただけます。

かながわの青少年県ホームページ

■ 手紙で………………
　
　
■ ファクシミリで……
■ インターネットで…

神奈川県青少年課企画グループ ● 電話 045－210－3840（直通） 

〒231－8588  神奈川県県民局青少年部青少年課（所在地は省略できます。）
※県の施設、市町村の窓口などにある「わたしの提案（神奈川県への提言）」の専用の封筒もご利用いただけます。
　この封筒をご利用の際には、封筒のあて先欄に「県民局青少年部青少年課」と明記してください。
045－210－8841
上記の青少年課のホームページのお問い合わせフォームをご利用いただけます。

問い合わせ先

……青少年サポートプラザのほかにも、様々な専門相談の窓口があります。……
児童相談所全国共通ダイヤル 児童虐待に関わる相談・通報

こころの電話相談 こころの健康に関わる相談

いじめ110番（教育相談センター） いじめについての相談

ユーステレホンコーナー（県警少年相談・保護センター） 非行・犯罪被害・いじめなどの相談

発達障害支援センター　かながわＡ 発達障害のある方の相談

かながわ若者就職支援センター 30歳代までの方の就業支援

相談専用電話  0570－064－000  ＜近くの児童相談所に電話がつながります＞

【受付時間】 月～金、9:00～20:45 （祝日・年末年始を除く）

相談専用電話  0466－81－8111 【受付時間】 毎日、24時間受付 （祝日・年末年始を除く）

相談専用電話  0465－81－3717 【受付時間】 月～金、8:30～17:15 （祝日・年末年始を除く）

来 所 相 談  【住　所】 横浜市西区北幸1-11-15　横浜STビル５階
【問合せ】 TEL:045－410－3357 ／ FAX:045－312－4306
【開　所】平日9：30～18：00　土曜10：00～17：00 （祝日・年末年始を除く）

【受付時間】 月～金、8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

相談専用電話  0120－821－606（県） フリーダイヤル     ＜政令市の各精神保健福祉センターでも電話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    相談を行っております＞

相談専用電話  0120－45－7867 フリーダイヤル　 ・ 045－641－0045　

相談専用
電話番号

045－242－8201
【時間】 9：00～12：00、13：00～16：00

　　　（月曜日と年末年始を除く）
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み
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葉山港（葉山町）

青少年サポートプラザ青少年サポートプラザ青少年サポートプラザ
（神奈川県立青少年センター）

お気軽にご相談を！
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県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

携帯電話サイト
「かながわモード」
携帯電話サイト
「かながわモード」

青少年向けの
携帯電話機の
推奨制度がスタート

青少年向けの
携帯電話機の
推奨制度がスタート

スマートフォンや
ゲーム機にも
フィルタリングを！

スマートフォンや
ゲーム機にも
フィルタリングを！

携帯電話の安全・安心な
使用のために、携帯電話
の危険性を認識するペー
ジや代表的なトラブルへ
の対処法を案内するペー
ジなどから構成される携
帯電話サイトを運営して
います。　  （学校支援課）

首都圏の９つの都・県・
政令市が共同で、「有害
サイトにアクセスできな
い」「深夜は利用できな
い」など青少年が安心し
て使用できる携帯電話機
などの機種を推奨する制
度がスタートしました。

（青少年課）

スマートフォンや携帯型
ゲーム機から、無線ＬＡ
Ｎ接続でインターネット
を利用する場合も、フィ
ルタリングを設定しま
しょう。　　  （青少年課）　青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年が

使用する携帯電話へのフィルタリングの設定を義
務付けており、原則として
解除できません。
　　　　　　（青少年課）

　児童・生徒が携帯電話の安全な使い
方やマナーなどの情報モラルを身に
付け、いじめなどのトラブルに巻き
込まれないようにするため、企業
の社会貢献活動（CSR）を活用し
た「携帯電話教室～正しい使い方
といじめ予防～」を実施していま
す。　　　　　　　（学校支援課）

フィルタリングの徹底 携帯電話教室

こ

こが
ポイント！

●携帯電話などから、インターネット上の有害情報に接する
ことで、犯罪被害などに遭う事件が後を絶ちません。
●フィルタリングは、インターネット上の有害情報に接続で
きないようにする有効なシステムです。
●ネットトラブルを防止するには、青少年自身がインターネッ
トを適切に活用する能力を身に付けることが大切です。
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携 帯 電 話

　平成23年６月に内閣府が全国の青少年3,000人、保護者3,000人を対象に調査を行った
結果、携帯電話の所有は、小学生では約２割（20.3％）、中学生では４割台後半（47.8％）、
高校生ではほとんど（95.6％）でした。そのうち、小学生の７割半ば（75.2％）、中・高校
生のほとんど（中学生95.7％、高校生99.4％）がインターネットを利用しています。携帯
電話におけるフィルタリング利用率は、小学生で７割台後半（76.5％）、中学生で約７割
（69.6％）、高校生では約５割（49.7％）でした。

解

　説

出典：平成23年度青少年のインターネット利用環境実態調査報告書（内閣府）
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県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

ひきこもりの
若者の推計数

ひきこもり青少年
支援情報

ひきこもりの
若者の推計数

ひきこもり青少年
支援情報

全国で
約69万6,000人
神奈川県で
約５万3,000人

内閣府が平成22年に全国
5,000人の若者を対象に
実施した「若者の意識に
関する調査（ひきこもり
に関する実態調査）」に
よると、家や自室に閉じ
こもって外に出ない若者
のひきこもりの割合は
1.79％で約69万6,000人
と推計されました。その
割合を基に県内のひきこ
もりの若者を推計すると
約５万3,000人になりま
す。　　　　  （青少年課）

県のホームページに開設
した「神奈川県青少年相
談支援情報サイト」に『ひ
きこもり青少年支援情
報』を掲載しています。
（構成）
①ひきこもりとは？
②相談機関の紹介
③民間支援団体の紹介
④神奈川県の支援情報
⑤その他の支援情報等

（青少年課）

　青少年の多様な悩みにきめ細かく対応する総合
的相談窓口としての青少年サポートプラザの活動
の充実を図っています。
平成23年４月には、「神
奈川県西部青少年サポー
ト相談室」をNPOと協
働で開設しました。

（青少年課）

　キャリアカウンセリング
をはじめ、就職活動支援セ
ミナーや就職情報・職業訓
練情報の提供などを行い、
若者の就職活動を支援して
います。　　　（雇用対策課）

青少年サポートプラザ かながわ若者就職支援センター

こ

こが
ポイント！

●ひきこもりになってから、相談するまでに何年もかかって
いる人がたくさんいます。
●若年者（15～3４歳）の約２.１％が無業者です。
●どちらの場合も、少しでも早く相談していただくことが大
切です。

ひきこもり 就　労

　平成16から22年度までに、30
歳代までの青少年の様々な悩み事の
相談窓口である「青少年サポートプ
ラザ」に寄せられたひきこもりに関
する電話相談は2,154件で全体の
15.5％を占めています。年齢構成
の内訳を見ると、20歳代が51.4％、
30歳以上の相談者も26.9％に上り
ます。問題発生から相談にいたるま
でに5年、10年と経過している相
談者も少なくありません。

解

　説

■ ひきこもり本人の年齢分布

■ 問題発生から相談にいたるまでの期間

　全国の若年無業者は、平成22年平
均で60万人となり、若年人口（2,855
万人）に占める割合は、約2.1％にあた
ります。年齢階級別にみると、25～
29歳及び30～34歳がそれぞれ17
万人と最も多く、ついで20～24歳が
15万人となっています。
注）若年無業者：ここでは15～34
歳の非労働力人口のうち家事も通学
もしていない者としています。

解

　説

■ 年齢階級別若年無業者の推移

出典：青少年センター統計資料
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均で60万人となり、若年人口（2,855
万人）に占める割合は、約2.1％にあた
ります。年齢階級別にみると、25～
29歳及び30～34歳がそれぞれ17
万人と最も多く、ついで20～24歳が
15万人となっています。
注）若年無業者：ここでは15～34
歳の非労働力人口のうち家事も通学
もしていない者としています。

解

　説

■ 年齢階級別若年無業者の推移

出典：青少年センター統計資料
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不明 60人 2.8%

出典：労働力調査（総務省統計局）
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県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

　不登校等の未然防止や早期対応を図るため、心
の問題に関して専門的知識を有する臨床心理士等
を「スクールカウンセラー」として政令指定都市
を除く全公立中学校（３学級未満の学校を除く）
及び県立高等学校拠点校54
校に配置するとともに、ス
クールカウンセラーへの助
言・指導を行う「スーパー
バイザー」を教育局に配置
しています。

　不登校児童・生徒のための居場所づくりを進め
るフリースクール等と学校関係者による連携協議
会を設置し、連携協力
して不登校相談会、進
路情報説明会などの事
業を実施しています。
（子ども教育支援課）

スクールカウンセラーの配置 不登校児童・生徒の支援

こ

こが
ポイント！●本県の学校では、いじめ・暴力行為及び不登校の発生件数

は、全国的にも高い水準で推移しています。
●学校や地域に子どもの笑顔（SMILE）があふれるように、
大人が子どもに関心を持ち、行動を起こすことが大切で
す。

いじめ・暴力行為・不登校

　文部科学省が全国の小・中・高等学校等を対象に行った調査では、平成22年度中のいじめ
認知件数（4,673件）は全国で６番目に多く、暴力行為発生件数（7,347件）は全国で２番目、
そして不登校の小・中学生（10,102人）は全国で最も多くなっています。

解

　説

出典：平成22年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）

■ 暴力行為の発生件数 ■ 不登校の児童・生徒数

県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

福祉犯罪とは？

酒、たばこ購入
時の年齢確認に
ご協力を！

深夜外出は
保護者同伴でも
原則禁止です！

福祉犯罪とは？

酒、たばこ購入
時の年齢確認に
ご協力を！

金銭や品物を渡して児童
に性的な行為をする児童
買春や、風俗営業店で18
歳未満の者に客の接待を
させるなどの犯罪です。
少年の心身に有害な影響
を与え、健全な育成を阻
害するおそれがありま
す。　 （県警少年育成課）

未成年者が、酒、たばこ
を容易に手に入れない社
会環境づくりのため、青
少年喫煙飲酒防止条例で
は、酒・たばこ販売店に、
証明書による年齢確認を
義務付けています。

（青少年課）

少年サポート
チーム活動

かながわ子ども
スマイル（SMILE）
ウェーブ

少年サポート
チーム活動

かながわ子ども
スマイル（SMILE）
ウェーブ

学校、ＰＴＡ、地域の大
人やボランティア、教育
委員会、児童相談所、少
年警察ボランティア、警
察などが力を合せて、相
談活動、補導活動、居場
所づくりなどを推進し、
非行や不良行為、いじめ
等の様々な問題を抱えて
いる学校や個々の少年の
立ち直りを支援する活動
です。
校門での朝のあいさつ活
動や美化活動など様々な
活動を通して、学校と地
域がつながり、これまで
に、いくつもの学校が明
るく活気を取り戻してい
ます。

（県警少年育成課）

子どもたちと家庭や地域
の大人たちとの様々な交
流の機会やコミュニケー
ションの機会を充実さ
せ、子どもや大人、学校
や地域全体が笑顔になる
ことを目指して、県民の
皆さんが力を合わせて取
り組む県民運動です。
SMILE には、笑顔という
意味とともにSupport（子
どもの育ちを支援）、
Magnet（地域や人のつ
ながり）、Interest（子ど
もの育ちへの関心）、Life
（いのちを守り、育む）、
Enjoy（楽しみながら取
り組む）の意味を込めて
います。　 （学校支援課）

深夜外出は
保護者同伴でも
原則禁止です！

深夜（夜11時～朝４時）
の外出は、青少年の生活
習慣の乱れや健康への影
響が心配されます。青少
年だけで外出させないこ
とはもちろん、保護者同
伴でも外出しないように
してください。

（青少年課）

　高校生が講師となっ
て、警察本部作製の紙芝
居等を使った非行防止教
室を開催しています。幼
児や小・中学生と一緒に
社会のルールやきまりを
学ぶ取組みです。

（学校支援課・県警少年育成課）

　警察と少年補導員、学
校関係者等が連携し、街
頭補導活動を充実させ、
非行と犯罪被害の未然防
止を図っています。

（県警少年育成課）

高校生による非行防止教室 少年補導活動

こ

こが
ポイント！

●不良行為は、危険と隣り合わせ。小さな芽のうちに、しっ
かりと対応することが大切です。
●一部の業者の利益優先主義と大人の享楽的な風潮などに
よって、少年にとって好ましくない環境が生み出されてい
ます。
●大人が責任を持ち、地域ぐるみで環境の健全化に取り組む
ことが大切です。

非 行 等 犯 罪 被 害
○県内の非行少年は５年連続で減少
しており、平成22年は7,601人
でした。

○平成22年中に不良行為少年とし
て補導された少年は13万9,376
人で、深夜はいかい、喫煙で補導
された少年が95.8％を占めてい
ます。

解

　説

■ 非行少年等の検挙・補導状況

■ 不良行為少年の行為別状況

　平成22年中の被害少年は813人
となっています。法令別では、県青
少年保護育成条例違反が204人
（25.1％ ） と最も多く、次いで刑法
犯186人（22.9％）、未成年者喫煙
禁止法違反166人（20.4％）、児童
買春・児童ポルノ禁止法違反145
人（17.8％）となっています。

解

　説

■ 福祉犯罪による被害少年の状況

出典：STOP！THE少年非行平成22年版（警察本部）

出典：少年非行の概要【平成22年中】（警察本部）

■ いじめの認知件数
（国公私立小・中・高等・特別支援学校） （国公私立小・中・高等学校） （国公私立小・中・高等学校）

１位  愛知県

２位  千葉県

３位  熊本県

　　　・

　　　・

６位  神奈川県

9,308件

8,412件

5,796件

4,673件

※1,000人あたりの認知件数は、
　5.1件（全国16位）

１位  大阪府

２位  神奈川県

３位  兵庫県

４位  千葉県

５位  東京都

8,348件

7,347件

3,470件

3,318件

3,050件

※1,000人あたりの発生件数は、
　8.0件（全国５位）

  小・中学校

１位 神奈川県

２位 東京都

３位 大阪府

10,102人

9,718人

8,863人

※1,000人あたりの不登校生徒数
　14.0件（全国１位）

  高 等 学 校

１位 大阪府

２位 東京都

３位 神奈川県

6,800人

5,032人

3,818人

※1,000人あたりの不登校生徒数
　19.4人（全国10位）

少年補導員による深夜の補導活動

県青少年
喫煙飲酒防止条例

県青少年
保護育成条例

児童福祉法
21人 2.6%

その他特別法犯
9人 1.1%

風営適正化法
47人 5.8%

未成年者
飲酒禁止法
35人 4.3%

未成年者
喫煙禁止法

166人 20.4%
児童買春・

児童ポルノ禁止法
145人 17.8%

刑法犯
186人 22.9%

県青少年保護育成条例
204人 25.1%

10,488
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160,465 164,529

131,180 139,376
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深夜はいかい
84,339人
60.5%
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県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

　不登校等の未然防止や早期対応を図るため、心
の問題に関して専門的知識を有する臨床心理士等
を「スクールカウンセラー」として政令指定都市
を除く全公立中学校（３学級未満の学校を除く）
及び県立高等学校拠点校54
校に配置するとともに、ス
クールカウンセラーへの助
言・指導を行う「スーパー
バイザー」を教育局に配置
しています。

　不登校児童・生徒のための居場所づくりを進め
るフリースクール等と学校関係者による連携協議
会を設置し、連携協力
して不登校相談会、進
路情報説明会などの事
業を実施しています。
（子ども教育支援課）

スクールカウンセラーの配置 不登校児童・生徒の支援

こ

こが
ポイント！●本県の学校では、いじめ・暴力行為及び不登校の発生件数

は、全国的にも高い水準で推移しています。
●学校や地域に子どもの笑顔（SMILE）があふれるように、
大人が子どもに関心を持ち、行動を起こすことが大切で
す。

いじめ・暴力行為・不登校

　文部科学省が全国の小・中・高等学校等を対象に行った調査では、平成22年度中のいじめ
認知件数（4,673件）は全国で６番目に多く、暴力行為発生件数（7,347件）は全国で２番目、
そして不登校の小・中学生（10,102人）は全国で最も多くなっています。

解

　説

出典：平成22年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）

■ 暴力行為の発生件数 ■ 不登校の児童・生徒数

県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

福祉犯罪とは？

酒、たばこ購入
時の年齢確認に
ご協力を！

深夜外出は
保護者同伴でも
原則禁止です！

福祉犯罪とは？

酒、たばこ購入
時の年齢確認に
ご協力を！

金銭や品物を渡して児童
に性的な行為をする児童
買春や、風俗営業店で18
歳未満の者に客の接待を
させるなどの犯罪です。
少年の心身に有害な影響
を与え、健全な育成を阻
害するおそれがありま
す。　 （県警少年育成課）

未成年者が、酒、たばこ
を容易に手に入れない社
会環境づくりのため、青
少年喫煙飲酒防止条例で
は、酒・たばこ販売店に、
証明書による年齢確認を
義務付けています。

（青少年課）

少年サポート
チーム活動

かながわ子ども
スマイル（SMILE）
ウェーブ

少年サポート
チーム活動

かながわ子ども
スマイル（SMILE）
ウェーブ

学校、ＰＴＡ、地域の大
人やボランティア、教育
委員会、児童相談所、少
年警察ボランティア、警
察などが力を合せて、相
談活動、補導活動、居場
所づくりなどを推進し、
非行や不良行為、いじめ
等の様々な問題を抱えて
いる学校や個々の少年の
立ち直りを支援する活動
です。
校門での朝のあいさつ活
動や美化活動など様々な
活動を通して、学校と地
域がつながり、これまで
に、いくつもの学校が明
るく活気を取り戻してい
ます。

（県警少年育成課）

子どもたちと家庭や地域
の大人たちとの様々な交
流の機会やコミュニケー
ションの機会を充実さ
せ、子どもや大人、学校
や地域全体が笑顔になる
ことを目指して、県民の
皆さんが力を合わせて取
り組む県民運動です。
SMILE には、笑顔という
意味とともにSupport（子
どもの育ちを支援）、
Magnet（地域や人のつ
ながり）、Interest（子ど
もの育ちへの関心）、Life
（いのちを守り、育む）、
Enjoy（楽しみながら取
り組む）の意味を込めて
います。　 （学校支援課）

深夜外出は
保護者同伴でも
原則禁止です！

深夜（夜11時～朝４時）
の外出は、青少年の生活
習慣の乱れや健康への影
響が心配されます。青少
年だけで外出させないこ
とはもちろん、保護者同
伴でも外出しないように
してください。

（青少年課）

　高校生が講師となっ
て、警察本部作製の紙芝
居等を使った非行防止教
室を開催しています。幼
児や小・中学生と一緒に
社会のルールやきまりを
学ぶ取組みです。

（学校支援課・県警少年育成課）

　警察と少年補導員、学
校関係者等が連携し、街
頭補導活動を充実させ、
非行と犯罪被害の未然防
止を図っています。

（県警少年育成課）

高校生による非行防止教室 少年補導活動

こ

こが
ポイント！

●不良行為は、危険と隣り合わせ。小さな芽のうちに、しっ
かりと対応することが大切です。
●一部の業者の利益優先主義と大人の享楽的な風潮などに
よって、少年にとって好ましくない環境が生み出されてい
ます。
●大人が責任を持ち、地域ぐるみで環境の健全化に取り組む
ことが大切です。

非 行 等 犯 罪 被 害
○県内の非行少年は５年連続で減少
しており、平成22年は7,601人
でした。

○平成22年中に不良行為少年とし
て補導された少年は13万9,376
人で、深夜はいかい、喫煙で補導
された少年が95.8％を占めてい
ます。

解

　説

■ 非行少年等の検挙・補導状況

■ 不良行為少年の行為別状況

　平成22年中の被害少年は813人
となっています。法令別では、県青
少年保護育成条例違反が204人
（25.1％ ） と最も多く、次いで刑法
犯186人（22.9％）、未成年者喫煙
禁止法違反166人（20.4％）、児童
買春・児童ポルノ禁止法違反145
人（17.8％）となっています。

解

　説

■ 福祉犯罪による被害少年の状況

出典：STOP！THE少年非行平成22年版（警察本部）

出典：少年非行の概要【平成22年中】（警察本部）

■ いじめの認知件数
（国公私立小・中・高等・特別支援学校） （国公私立小・中・高等学校） （国公私立小・中・高等学校）

１位  愛知県

２位  千葉県

３位  熊本県

　　　・

　　　・

６位  神奈川県

9,308件

8,412件

5,796件

4,673件

※1,000人あたりの認知件数は、
　5.1件（全国16位）

１位  大阪府

２位  神奈川県

３位  兵庫県

４位  千葉県

５位  東京都

8,348件

7,347件

3,470件

3,318件

3,050件

※1,000人あたりの発生件数は、
　8.0件（全国５位）

  小・中学校

１位 神奈川県

２位 東京都

３位 大阪府

10,102人

9,718人

8,863人

※1,000人あたりの不登校生徒数
　14.0件（全国１位）

  高 等 学 校

１位 大阪府

２位 東京都

３位 神奈川県

6,800人

5,032人

3,818人

※1,000人あたりの不登校生徒数
　19.4人（全国10位）

少年補導員による深夜の補導活動

県青少年
喫煙飲酒防止条例

県青少年
保護育成条例

児童福祉法
21人 2.6%

その他特別法犯
9人 1.1%

風営適正化法
47人 5.8%

未成年者
飲酒禁止法
35人 4.3%

未成年者
喫煙禁止法

166人 20.4%
児童買春・

児童ポルノ禁止法
145人 17.8%

刑法犯
186人 22.9%

県青少年保護育成条例
204人 25.1%

10,488

115,871
160,465 164,529

131,180 139,376

15,000

10,000

5,000

0

200,000

150,000

100,000

50,000

0
9,011 8,656 7,967 7,601

18年 19年 20年 21年 22年

（人） （人）

非行少年 不良行為少年

その他
2,229人
1.6%

怠学
1,385人
1.0%

飲酒
2,182人
1.6%

喫煙
49,241人
35.3%

深夜はいかい
84,339人
60.5%

その他
2,229人
1.6%

怠学
1,385人
1.0%

飲酒
2,182人
1.6%

喫煙
49,241人
35.3%

深夜はいかい
84,339人
60.5%

豆知識豆知識豆知識豆知識

（子ども教育支援課・学校支援課）
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県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

　児童虐待防止対策の緊
急的な強化を図るため、
児童相談所等における児
童の安全確認のための体
制強化、児童虐待防止対
策強化のための広報啓発
や人材養成、児童相談所・
市町村の体制強化のため
の環境改善などの取組み
を実施しています。

（子ども家庭課）

　保育現場での早期発見や
見守り支援に活用していた
だくために「子どもと親を
はぐくむために～保育現場
ですぐ活用できる『児童虐
待防止ハンドブック』～」
を作成しました。

（次世代育成課）

児童虐待の防止 児童虐待防止ハンドブックの作成

こ

こが
ポイント！●児童虐待の対策は、県や市町村、児童相談所、医療機関な

どが連携し、「未然防止」、「早期発見」、「早期対応」
を進めることが必要です。
●虐待による死亡事案など深刻な被害を防ぐには、地域住民
が協力し、兆候を見逃さないようにすることが大切です。

児 童 虐 待

　県内の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、平成21年度は微減したものの年々増
加傾向にあり、平成22年度は前年の約1.3倍と大幅に増加しました。これは、幼児を放置し
て死亡に至るなど重篤な虐待死亡事案についての報道が相次いだことによる県民や関係機関
の認識の高まりなどが大きな要因と考えられます。

解

　説

県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

青少年科学活動の
推進

伝統芸能等普及
振興

青少年科学活動の
推進

伝統芸能等普及
振興

子どもサイエンスフェス
ティバルや科学体験教室
の開催、地域で活動する
科学指導者の養成、イン
ターネット科学館による
科学情報の発信を行って
います。　　 （青少年課）

伝統芸能や民俗芸能等に
対する理解を深めるた
め、「能・狂言教室」の
開催や、県立高校におけ
る相模人形芝居学校交流
ワークショップ、小中学
生を対象とした日本舞踊
と三味線のワークョップ
などを実施しています。

（文化課）

要保護児童対策
地域協議会

児童虐待早期
発見に関する
チェックリスト

要保護児童対策
地域協議会

児童虐待早期
発見に関する
チェックリスト

児童福祉法に基づき、県
内の全市町村に設置さ
れ、関係機関が連携して
児童虐待等への対応を
行っています。
関係機関は、児童福祉関
係、保健医療関係、教育
機関、警察・司法関係、
人権擁護関係、ＮＰＯ・ボ
ランティア等です。

（子ども家庭課）

子ども、親、家庭の様子
について、それぞれ「緊
急的な支援を要するも
の」「虐待を疑わせるも
の」「虐待の視点を持つ
必要があるもの」とし、
チェック項目を示してい
ます。「緊急な支援を要
するもの」については、
児童相談所へ通告してく
ださい。

（子ども家庭課）

　子ども支援事業者、地域まちづくり実践者及び
県が協働し、「特命子ども地域アクター」として養
成した中高生をまちづくり現
場へ派遣したり、「子ども地域
社会参画促進フォーラム」を
開催するなど、子どもの社会
参画を推進します。

 （青少年課）

　青少年育成に係る地
域活動を推進するため、
青少年指導員や子ども
会の活動への支援を
行っています。

（青少年課）

子どもの社会参画の推進 青少年指導員等への支援

青少年の意識 大人の意識

　県内の小中学生に「自分にはよい
ところがあると思いますか」と質問
したところ、小学生の27.3％、中
学生の36.7％が否定する回答（当
てはまらない・どちらかといえばあ
てはまらない）をしています。「将
来の夢や目標を持っていますか」の
質問に対しては、小学生の14.7％、
中学生の29.1％が否定しています。

解

　説

■ 質問：自分には、よいところが
　 　　　あると思いますか

■ 質問：将来の夢や目標を持って
　　　　 いますか

　平成23年８～９月、県が行った
意識調査では、「青少年をめぐる昨
今の問題は、親や地域住民など大人
の責任が大きいと思う」と回答した
人が75.2％を占めています。一方、
神奈川県の将来像については、「地
域の大人が青少年の健やかな成長に
責任を持っていると思う」と答えた
人は、19.2％に過ぎませんでした。

解

　説

■ 

出典：平成22年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）

出典：平成23年神奈川県「県民ニーズ調査」（県民課）

■ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移（件数）

■ 内容別件数内訳

出典：子ども家庭課

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

3,617

1,497

4,541

1,679

5,767

2,523

5,676

2,146

7,466

2,469

前年の
1.3倍

全県 うち県所管

区　分 身体的虐待 保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 性的虐待 心理的虐待 総　数

平成22年度 2,557件 2,437件 148件 2,324件 7,466件
無回答 0.1％

無回答 0.2％

無回答 0.1％

無回答 0.2％

小学生

小学生

中学生

中学生

無回答0.1％

無回答 0.1％

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
85.1%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
14.7%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
70.8%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
29.1%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
72.5%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
63.2%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
27.3%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
36.7%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
85.1%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
14.7%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
70.8%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
29.1%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
72.5%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
63.2%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
27.3%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
36.7%

そう思う
75.2

そう思わない
21.3

無回答
3.5

そう思う
19.2

そう思わない
76.3

無回答
4.5

（％）

（％）

青少年をめぐる昨今の問題は、親や地域住
民など大人の責任が大きいと思いますか。

■ 今後10年くらいの間に、神奈川県はどの
ようになっていくと思いますか。

・地域の大人が、青少年の健やかな成長に
　責任を持っている。

・子どもたちの教育に誰もが関心を持ち、
　学校・家庭・地域などが連携し県民全体
　で進めている。

そう思う
26.5

そう思わない
68.1

無回答
5.4

（％）

豆知識豆知識豆知識豆知識

社会全体で青少年を
守り、支え、育てましょう。

青少年が
いきいきと
輝くための施策
いろいろ

青少年が
いきいきと
輝くための施策
いろいろ
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県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

　児童虐待防止対策の緊
急的な強化を図るため、
児童相談所等における児
童の安全確認のための体
制強化、児童虐待防止対
策強化のための広報啓発
や人材養成、児童相談所・
市町村の体制強化のため
の環境改善などの取組み
を実施しています。

（子ども家庭課）

　保育現場での早期発見や
見守り支援に活用していた
だくために「子どもと親を
はぐくむために～保育現場
ですぐ活用できる『児童虐
待防止ハンドブック』～」
を作成しました。

（次世代育成課）

児童虐待の防止 児童虐待防止ハンドブックの作成

こ

こが
ポイント！●児童虐待の対策は、県や市町村、児童相談所、医療機関な

どが連携し、「未然防止」、「早期発見」、「早期対応」
を進めることが必要です。
●虐待による死亡事案など深刻な被害を防ぐには、地域住民
が協力し、兆候を見逃さないようにすることが大切です。

児 童 虐 待

　県内の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、平成21年度は微減したものの年々増
加傾向にあり、平成22年度は前年の約1.3倍と大幅に増加しました。これは、幼児を放置し
て死亡に至るなど重篤な虐待死亡事案についての報道が相次いだことによる県民や関係機関
の認識の高まりなどが大きな要因と考えられます。

解

　説

県では、こんな取組みをしています！県では、こんな取組みをしています！

青少年科学活動の
推進

伝統芸能等普及
振興
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推進
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子どもサイエンスフェス
ティバルや科学体験教室
の開催、地域で活動する
科学指導者の養成、イン
ターネット科学館による
科学情報の発信を行って
います。　　 （青少年課）

伝統芸能や民俗芸能等に
対する理解を深めるた
め、「能・狂言教室」の
開催や、県立高校におけ
る相模人形芝居学校交流
ワークショップ、小中学
生を対象とした日本舞踊
と三味線のワークョップ
などを実施しています。

（文化課）

要保護児童対策
地域協議会

児童虐待早期
発見に関する
チェックリスト

要保護児童対策
地域協議会

児童虐待早期
発見に関する
チェックリスト

児童福祉法に基づき、県
内の全市町村に設置さ
れ、関係機関が連携して
児童虐待等への対応を
行っています。
関係機関は、児童福祉関
係、保健医療関係、教育
機関、警察・司法関係、
人権擁護関係、ＮＰＯ・ボ
ランティア等です。

（子ども家庭課）

子ども、親、家庭の様子
について、それぞれ「緊
急的な支援を要するも
の」「虐待を疑わせるも
の」「虐待の視点を持つ
必要があるもの」とし、
チェック項目を示してい
ます。「緊急な支援を要
するもの」については、
児童相談所へ通告してく
ださい。

（子ども家庭課）

　子ども支援事業者、地域まちづくり実践者及び
県が協働し、「特命子ども地域アクター」として養
成した中高生をまちづくり現
場へ派遣したり、「子ども地域
社会参画促進フォーラム」を
開催するなど、子どもの社会
参画を推進します。

 （青少年課）

　青少年育成に係る地
域活動を推進するため、
青少年指導員や子ども
会の活動への支援を
行っています。

（青少年課）

子どもの社会参画の推進 青少年指導員等への支援

青少年の意識 大人の意識

　県内の小中学生に「自分にはよい
ところがあると思いますか」と質問
したところ、小学生の27.3％、中
学生の36.7％が否定する回答（当
てはまらない・どちらかといえばあ
てはまらない）をしています。「将
来の夢や目標を持っていますか」の
質問に対しては、小学生の14.7％、
中学生の29.1％が否定しています。

解

　説

■ 質問：自分には、よいところが
　 　　　あると思いますか

■ 質問：将来の夢や目標を持って
　　　　 いますか

　平成23年８～９月、県が行った
意識調査では、「青少年をめぐる昨
今の問題は、親や地域住民など大人
の責任が大きいと思う」と回答した
人が75.2％を占めています。一方、
神奈川県の将来像については、「地
域の大人が青少年の健やかな成長に
責任を持っていると思う」と答えた
人は、19.2％に過ぎませんでした。

解

　説

■ 

出典：平成22年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）

出典：平成23年神奈川県「県民ニーズ調査」（県民課）

■ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移（件数）

■ 内容別件数内訳

出典：子ども家庭課

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

3,617

1,497

4,541

1,679

5,767

2,523

5,676

2,146

7,466

2,469

前年の
1.3倍

全県 うち県所管

区　分 身体的虐待 保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 性的虐待 心理的虐待 総　数

平成22年度 2,557件 2,437件 148件 2,324件 7,466件
無回答 0.1％

無回答 0.2％

無回答 0.1％

無回答 0.2％

小学生

小学生

中学生

中学生

無回答0.1％

無回答 0.1％

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
85.1%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
14.7%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
70.8%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
29.1%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
72.5%

あてはまる・
どちらかといえば
当てはまる
63.2%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
27.3%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
36.7%
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どちらかといえば
当てはまる
85.1%

当てはまらない・
どちらかといえば
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70.8%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
29.1%
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どちらかといえば
当てはまらない
27.3%

当てはまらない・
どちらかといえば
当てはまらない
36.7%

そう思う
75.2

そう思わない
21.3

無回答
3.5

そう思う
19.2

そう思わない
76.3

無回答
4.5

（％）

（％）

青少年をめぐる昨今の問題は、親や地域住
民など大人の責任が大きいと思いますか。

■ 今後10年くらいの間に、神奈川県はどの
ようになっていくと思いますか。

・地域の大人が、青少年の健やかな成長に
　責任を持っている。

・子どもたちの教育に誰もが関心を持ち、
　学校・家庭・地域などが連携し県民全体
　で進めている。

そう思う
26.5

そう思わない
68.1

無回答
5.4

（％）

豆知識豆知識豆知識豆知識

社会全体で青少年を
守り、支え、育てましょう。

青少年が
いきいきと
輝くための施策
いろいろ

青少年が
いきいきと
輝くための施策
いろいろ
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かながわの青少年2011
神奈川県青少年白書（概要版）

平成
23年版

　この冊子は、青少年の健全な育成のために地域で活動される方々や関係機関のために作成した、神奈川県青少
年白書「かながわの青少年2011」の概要版です。神奈川の青少年の現状や県の青少年行政の主な施策について
ご紹介していますので、日々の活動にお役立ていただければ幸いです。
　神奈川県青少年白書の全文は、県のホームページのほか、県政情報センター、各地域県政情報コーナーにおいて
もご覧いただけます。

かながわの青少年県ホームページ

■ 手紙で………………
　
　
■ ファクシミリで……
■ インターネットで…

神奈川県青少年課企画グループ ● 電話 045－210－3840（直通） 

〒231－8588  神奈川県県民局青少年部青少年課（所在地は省略できます。）
※県の施設、市町村の窓口などにある「わたしの提案（神奈川県への提言）」の専用の封筒もご利用いただけます。
　この封筒をご利用の際には、封筒のあて先欄に「県民局青少年部青少年課」と明記してください。
045－210－8841
上記の青少年課のホームページのお問い合わせフォームをご利用いただけます。

問い合わせ先

……青少年サポートプラザのほかにも、様々な専門相談の窓口があります。……
児童相談所全国共通ダイヤル 児童虐待に関わる相談・通報

こころの電話相談 こころの健康に関わる相談

いじめ110番（教育相談センター） いじめについての相談

ユーステレホンコーナー（県警少年相談・保護センター） 非行・犯罪被害・いじめなどの相談

発達障害支援センター　かながわＡ 発達障害のある方の相談

かながわ若者就職支援センター 30歳代までの方の就業支援

相談専用電話  0570－064－000  ＜近くの児童相談所に電話がつながります＞

【受付時間】 月～金、9:00～20:45 （祝日・年末年始を除く）

相談専用電話  0466－81－8111 【受付時間】 毎日、24時間受付 （祝日・年末年始を除く）

相談専用電話  0465－81－3717 【受付時間】 月～金、8:30～17:15 （祝日・年末年始を除く）

来 所 相 談  【住　所】 横浜市西区北幸1-11-15　横浜STビル５階
【問合せ】 TEL:045－410－3357 ／ FAX:045－312－4306
【開　所】平日9：30～18：00　土曜10：00～17：00 （祝日・年末年始を除く）

【受付時間】 月～金、8:30～17:15（祝日・年末年始を除く）

相談専用電話  0120－821－606（県） フリーダイヤル     ＜政令市の各精神保健福祉センターでも電話
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    相談を行っております＞

相談専用電話  0120－45－7867 フリーダイヤル　 ・ 045－641－0045　

相談専用
電話番号

045－242－8201
【時間】 9：00～12：00、13：00～16：00

　　　（月曜日と年末年始を除く）

青少年の悩
み

青少年の悩
み

どこに相
談したら

いいのか
分からな

い
ひきこもりひきこもり

家の外に

出るのが
つらい

不 登 校不 登 校

しばらく
学校に

行ってい
ない

非　行非　行
夜遊びが

続いてい
る

葉山港（葉山町）

青少年サポートプラザ青少年サポートプラザ青少年サポートプラザ
（神奈川県立青少年センター）

お気軽にご相談を！
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